
 
 
 
 
 
 
 

船橋市立前原中学校ＰＴＡ規約 
 
 

第１章 名称及び目的 

第 １ 条 この会は、船橋市立前原中学校（以下、本校）ＰＴＡと称し、事務所を同校に置く。 

第 ２ 条 この会は、保護者と教師が協力して、家庭、学校及び社会における生徒の幸福な成長を 

図ることを目的とする。 

 

第２章 活動及び方針 

第 ３ 条 この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う｡ 

(1)学校、家庭及び地域における、生徒のより良い教育及び生活環境の整備 

(2)会員相互及び地域との親睦を築く活動 

(3)会員の教養を高める研修活動 

(4)その他､目的を達成するために必要な活動 

第 ４ 条 この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の内容を活動方針とする。 

(1)生徒の教育及び福祉のために活動する他の団体や機関と協力する。 

(2)特定の宗教や政党に片寄る活動は行わない 

(3)もっぱら営利を目的とするような活動は行わない。 

(4)この会又は役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。 

(5)学校の人事及び管理には干渉しない。 

 

第３章 会   員 

第 ５ 条 この会の会員（以下、会員）は、本校に在籍する生徒の保護者及び本校の教職員とする。 

第 ６ 条 会員は、すべて平等の義務及び権利を持つものとする。

第 ７ 条 会員は、細則で定める会費を納めるものとする。 

 

第４章 役   員 

第 ８ 条 この会の役員（以下、役員）は、次のとおりとする。 

(1)会長   １名 

(2)副会長 ２名以上 

(3)書記   ２名 

(4)会計   ３名（内１名は教職員） 

第 ９ 条 役員は、総会において選出、承認される。 

第１０条 役員は、他の役員を兼ねることはできない。 

第１１条 役員の任期は１年とする。ただし再任を妨げない。 

 

第５章 役員の職務 

第１２条 各役員の職務は、次のとおりとする。 

(1)会長は、この会を代表し、会務を総括する。また、総会及び理事会を招集する。 

(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合はその代理を務める。 

(3)書記は、会長の指示を受け、この会の庶務を行う。 

(4)会計は、会費及びその他の活動費の出納管理を行う。 

 

第６章 機   関 

第１３条 この会を運営するために、次の機関を置く。 

(1)総会 



 
 
 
 

 

(2)理事会 

(3)役員会 

(4)常置委員会及び臨時委員会 

 

第７章 総 

 
 
 
 
 
 
会 

第１４条 総会は、全会員によって構成されるこの会の最高議決機関である。 

第１５条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。定期総会は原則として４月に、臨時総会は理事 

会が必要と認めた時又は会員の１０分の１以上の要求があった時に開催される。 

第１６条 総会は、会員の３分の１以上の出席をもって成立する。ただし、委任状の提出によって、 

出席とみなすことができる。 

第１７条 総会の議決は、出席者の過半数の賛成を要する。 

第１８条 総会の議事は、事前に全会員に周知させるような処置を取らなければならない。 

 

第８章 理 事 会  

第１９条 理事会は、役員、学年委員、常置委員会の委員長・副委員長、校長、教頭及び臨時委員 

会のあるときはその委員長によって構成される総会に次ぐ議決機関である。 

第２０条 理事会の議決は、出席者の過半数の賛成を要する。 

 

第９章 役 員 会  

第２１条 役員会は、役員、校長及び教頭で構成する。 

第２２条 役員会は、この会の活動の企画を立案し理事会その他の委員会にはかる。 

 

第１０章 常置委員会及び臨時委員会

第２３条 常置委員会及び必要に応じて臨時委員会を設ける。 

 
第１１章 会計及び会計監査 

第２４条 この会の活動に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入によって支弁される。

第２５条 この会の会計は、総会において議決された予算に基づいて行う。 

第２６条 この会の決算は、会計監査を経て総会に報告され承認を得なければならない。

第２７条 この会の会計年度は、毎年４月１日から始まり翌年３月３１日に終る。 

 
第１２章 会計監査委員 

第２８条 この会の会計を監査するため、３名（内１名は教職員）の会計監査委員を置く。

第２９条 会計監査委員は、総会において選出され、役員を兼ねることはできない。 

第３０条 会計監査委員は、必要に応じて臨時会計監査を行うことができる。

第３１条 会計監査委員の任期は１年とする。ただし再任を妨げない。 

 
第１３章 規約の改正及び細則の制定 

第３２条 この規約は、総会において出席者の３分の２以上の賛成によって改正することができる。

第３３条 この会の運営に必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて理事会の議決を経て定 

めることができる 

 

附   則 

この会則は、平成１９年４月２１日から実施する。 

平成２１年４月２５日一部改正 

平成２９年４月２２日一部改正 



 
 
 
 
 
 

船橋市立前原中学校ＰＴＡ規約 細則 
 
 

第１章 会   費 

第 １ 条 会員は、一世帯につき年額３，０００円の会費を一括で納めるものとする。ただし、会 

員の申し出により、役員会の承認を受け、会費を減免することができる。 

 

第２章 機関及び役員等 

第 ２ 条 選考委員会が、役員及び会計監査委員の候補者を公示する場合は、候補者の同意を得た 

上、総会の７日以上前に行う。 

第 ３ 条 会長に欠員を生じたときには、副会長が代理を務める。任期は残任期間とする。 

第 ４ 条 会長以外の役員に欠員が生じたときには、理事会がこれを補充する。任期は残任期間と 

する。 

第 ５ 条 校長は学校管理及び教育上、各委員会に出席して意見を述べることができる。

第 ６ 条 この会には理事会の承認を得て顧問を置くことができる。 

 
第３章 総   会 

第 ７ 条 年間計画、収支予算の審議決定、役員の選出及び会計監査を経た収支決算の承認等を定 

期総会において行う。 

第 ８ 条 議事の公平さを期するため、議長団を設ける。 

 

第４章 理 事 会  

第 ９ 条 理事会は、総会の議決事項及び役員会の企画等を受けて、この会の運営推進に当たる。 

 

第５章 常置委員会 

第１０条 常置委員会として、学年委員会、広報委員会、校外環境委員会、バザー委員会及び父親 

委員会を置く。 

第１１条 常置委員会の委員は、各学級より選出された学級委員より構成する。

第１２条 常置委員会は、それぞれ委員長、副委員長を互選する。 

第１３条 常置委員会の委員長、副委員長及び委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。

第１４条 常置委員会は、次のことを行う。 

(1)学年委員会 

理事会への出席及び学年に関すること、会員の研修に関することを行う。 

(2)広報委員会 

広報紙の発行及び情報伝達に関することを行う。 

(3)校外環境委員会 

学校及びその周辺の安全・環境改善に関することを行う。 

(4)バザー委員会 

ＰＴＡバザーに関することを行う。 

(5)父親委員会 

ＰＴＡ活動、学校行事への参加協力を行う。 

 

第６章 臨時委員会 

第１５条 臨時委員会として、必要に応じて、選考委員会等を置き、その任務を終了したときは解 

散する。 

第１６条 役員及び会計監査委員の候補者を選出する場合は、選考委員会を以下のとおりに置く。 



 
 
 
 

 

(1)１学年及び２学年の学年委員会より８名選出する。 

(2)教員の中より２名（校長、教頭）選出する。 

(3)選考委員長及び副委員長を互選する。 

(4)選考委員の中で、役員若しくは会計監査委員候補者となった場合については選考委 

員を解く。 

 

第７章 サークル活動 

第１７条 本会の会員は、ＰＴＡ規約第２条の目的および第４条の活動方針に基づき、サークルを 

設立することができる。 

２．サークルを設立する場合は会長に申請を行い、会長および学校長の許可をもって発足と 

する。 

３．サークルの部員は本会の会員が中心となって構成することとする。一部卒業生および 

元会員を加えることができるものとする。 

４．サークルは自主管理・自主運営とし、代表者と会計担当者を互選により選出する。 

ただし、代表者および会計担当者は本会の会員に限ることとする。 

第１８条 サークルの代表者は、総会および理事会に参加し活動報告を行うこととする。 

２．代表者は発足時および総会において活動計画と部員名簿を作成し、会長に提出する。 

３．サークル活動の目的、内容が妥当な場合、ＰＴＡ予算より１団体につき１０，０００円 

を上限とした活動補助を行う。使途適正化のため、会計担当者は年２回の会計監査にお 

いて所定の書式で会計報告を行うこととする。 

第１９条 各サークルの事情により活動不可能となった場合、解散届を会長に提出すること。 

２．会長は、規約・細則違反、生徒や学校への著しい迷惑行為などの理由により、活動停止 

並びにサークルの解散を勧告することができる。すべて総会または理事会で承認を得る。 

 

第８章 改   正 

第２０条 この細則の改正には、総会若しくは理事会において出席者の３分の２以上の賛成を得な 

ければならない。 

第２１条 改正案提出に際しては、総会若しくは理事会の７日以上前に各構成員に知らせるものと 

する。 

第２２条 理事会で改正を行った場合については、その結果を次期総会に報告しなければならない。 

 

 

附   則 

この細則は平成１９年４月２１日から実施する。

平成２０年４月１９日 一部改正 

平成２３年２月１９日 一部改正 

令和 元年７月 ６日 一部改正 
 


